
２００６年１月１８日

東京地方裁判所　民事部　御中

原告ら訴訟代理人
弁護士　　山　　　口　　　　　　　広

弁護士　　五　十　嵐　　　　　　　潤

弁護士　　花　　　垣　　　存　　　彦

　損害賠償請求事件
訴訟物の価額　１億０５７８万６３８６円
　　　　　３３万８０００円

当事者の表示　別紙当事者目録のとおり

請求の趣旨
１　被告らは各自原告Ｈ１と同Ｈ２に対し各金５２８９万３２３８円ずつ及びこれ
に対する平成１７年７月１８日から支払済みまで年５分の割合の金員を連帯して
支払え

２　訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び１項について仮執行宣言を求める。

請求の原因
第１　はじめに

原告両名の子Ｍ子（平成４年１２月１０日生まれ、以下「Ｍ子」という）
は、２００５（平成１７）年７月１８日死去した。１２歳であった。Ｍ子の
死は、同女が小児糖尿病Ⅰ型でインスリン注射を欠かせない体であるにもか
かわらず、被告Ａ、同Ｙが被告堀洋八郎の提唱するとおりに真光元を常用すれ
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ば糖尿病が治りインスリンを注射しなくてもよくなると強調するのでこれを
信じたＭ子とその母原告Ｈ２（以下「Ｈ２」という）が、７月１５日からイ
ンスリンを持たないまま被告堀洋八郎が主催する恵那市内の「山の家」（被
告Ｂの肩書地であり「次世紀ファーム研究所」と被告堀は称していた。被告堀
の信奉者らは「山の家」と称していたので以下「山の家」もしくは「本件現
場」という）に療養宿泊したためであった。また、７月１６日午後にはＨ２
がパートの仕事のため病身で寝たきりのＭ子の看病、看護を被告堀、同Ｋ、
同Ｂらに託して「山の家」を辞去したのであるから、同被告らは十分Ｍ子の病
態に注意を払って病院に早急に搬入するなど必要な措置を講じるべきである
のにこれを怠ったため死去したものである。
原告らは被告堀らの刑事上の制裁を望むものであるが、その結論を待って

いられないので、本訴に及んだ。

第２　当事者
１　原告
(1) 故Ｍ子の父原告Ｈ１（以下「Ｈ１」という）は、昭和２９年３月生まれ、
原告Ｈ２は、昭和３０年２月生まれである。
　両名は昭和５６年４月に結婚した。長男Ｈ３は、昭和５９年３月生まれ
で２１歳。長女Ｍ子は平成４年１２月１０日生まれであった。

(2) Ｈ１は会社員、Ｈ２は主婦である。
　原告夫婦と２人の子らは平成５年３月から横浜市内に住んでいたが、居
住していたマンション内でのＭ子に対するいじめが深刻であり、これから
逃れるため、平成１４年２月に葉山町内の肩書地に転居した。

２　被告堀洋八郎
(1) 被告堀洋八郎（以下「被告堀」という）は、昭和１７年９月２９日生まれ
で現在６３歳である。昭和４０年３月中央大学を卒業して商品販売の営業
などをした後、万貴（まんき）株式会社（本店江戸川区中葛西４－１８－
１０）を経営して「真光元（しんこうげん）」なる商品を販売するように
なった。

(2) 同被告は薬学博士と自称しているが、その実態は１９９７年に米国パシ
フィックウェスタン大学に相当額を支払って博士号を授与されたものである
とされている。

(3) 被告堀が経営する万貴株式会社は、真光元を「難病からの奇跡の生還」を
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実現する「神秘のパワー」を有する健康食品だとして販売している。
　真光元は、ヒメガマ（ガマ科の多年草）を微粉末にしたもので、一番キ
メの細かだと称する１５０ｇで６万３０００円のものから各種ある。
　被告堀は、これを風呂に入れたり、飲用に用いると万病に効くと吹聴し
てきた。
　被告堀は「真光元を飲めば糖尿病なんか治るのは朝飯前より夜明け前
だ」と喧伝してきた。

(4) 被告堀は同人の肩書地を拠点とする真光元（まこも）神社の宗祖・代表で
もある。同神社は被告堀が昭和５２年４月２５日に感得したという真光元
大御神（まこもおおみかみ）をまつるとし、随時礼祭や研修を行って、被
告堀のいう「神様にわが人生を預けきる」心構えを持つことの大切さを説
いている。

(5) 被告堀は真光元から「光合堀菌」が生じるとし、これは単なる菌ではなく
「大宇宙自然界の神霊すなわち大御神（おおみかみ）そのもの」であると
して、この「御霊（みたま）」が己の体内に入ってもらうのだからその「心
根と度量と本心が確立されていなければならない」と称してきた。このため
に９階級の位階を設けて、研修会に何回も参加して心根を高めるよう指
導、指示してきた。
　このようにして被告堀は、真光元の販売と真光元神社の宗教的活動との
相乗作用によって、顧客を集めるとともに各顧客の信奉心を深めるように
仕向けて、真光元の売上げ向上を図ってきた。

３　被告Ｋ、同Ｂ
(1) 同被告両名は同Ｂの肩書地である次世紀ファーム研究所と称する恵那市内
の一軒家に居住して被告堀の指示に従った活動をしている。被告堀の信奉者
中でも中心的メンバーである。

(2) 次世紀ファーム研究所は、被告堀の信奉者らが宿泊して被告堀のエネル
ギーを授与してもらうための宿泊施設として、２００２年頃から使用される
ようになった借家であり、信奉者らからは「山の家」と称されている。

(3) 被告堀は一年のうち半分ほどは同研究所に寝泊まりしており、その間は被
告Ｋ、同Ｂらが被告堀の指示の下で活動している。

(4) 被告Ｋは、昭和４０年３月生まれで、現在４０歳。その実妹であるＣ（昭
和４４年３月生まれ）とともに真光元神社の巫女（みこ）の立場にある。
妹Ｃは２００５（平成１７）年４月頃は江戸川区中葛西にある真光元神社

- 3 
-



の近くのアパートに生活し、神社の巫女としての活動をしていた。
(5) 被告Ｂは真光元の推奨者である医師Ｄの子であり、２００５（平成１７）
年７月当時、真光元神社のスタッフとして活動していた。

４　被告Ａ、同Ｙ
(1) 被告Ａは、昭和３４年３月生まれで、現在４６歳。肩書地に夫と長男と同
居している。
　同被告は看護師の資格を有している。その資格による信用などを利用し
ながら肩書地で「Ａ（＊＊＊）自然療法室」を営むとともに、横浜市栄区
笠間＊＊＊＊＊＊には「甲」と称する真光元等の商品を販売する店を営ん
でいる。また、随時講演会なども行っている。

(2) 被告Ｙは、昭和４７年２月生まれで、現在３３歳。肩書地に両親と同被告
の長女と同居している。
　同被告は、神奈川県三浦郡葉山町堀内＊＊＊に「自然食品店乙」を営ん
でいる。

(3) 被告Ａ、被告Ｙともに真光元が万病を治す効能があると他に説明しつづけ
ており、真光元神社の熱心な信奉者である。
　とりわけ被告Ａは、神奈川県内で随時講演会を主催するなどして多くの
人々に真光元の効能を吹聴して、これを推奨してきた。また、真光元神社の
信者として「Ａ会」を組織して、その夫が代表者であり、被告Ａは副会長と
して被告堀の活動を支える有力者の一人である。

(4) 被告Ｙはその営む「乙」において、真光元を推奨販売するとともに、Ａの
指示のもとで顧客に接して真光元及び被告堀の特別なパワーを受けるよう
推奨してきた。

第３　Ｍ子の発病と被告らとの関わり
１　Ｍ子の発病
(1) Ｍ子は小学３年生の平成１３年１０月中旬、食欲が著しく低下して、食べ
ても吐くことを繰り返したため、同月２１日、湘南鎌倉病院に入院し、小
児糖尿病Ⅰ型と診断された。

(2) Ｍ子は同年１１月６日に退院したものの、この入院中にインスリン療法を
開始した。
　インスリン投与量は序々に増え、小学６年生の冬、平成１７年１月頃
は、１日４回必ず注射しないと極度に体がだるくなり、食べ物を吐くなど
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の症状（糖尿病性ケトアシドーシスという）を呈するようになった。
　このため、Ｍ子は毎日、朝起床時、昼食前、夕食前、就寝前の４回注射
してインスリン投与を繰り返さねばならなかった。

(3) Ｍ子のインスリン投与は昼食前に小学校でも行わなければならず、その都
度まず自ら血糖値を測定した上で、自分で注射をするのであるが、これは
Ｍ子にとってたいへん負担であった。しかも糖分を取るため時をかまわず、
あめ玉をなめなければならなかった。
　このようなことから誤解されることも多く、小学校でひどいいじめにあ
い、糖尿病を何としてでも克服したいという強い気持ちを持つようになっ
た。

(4) 平成１７年１月、小学６年生の冬頃には故Ｍ子の糖尿病の病状が悪化して
投与するインスリンの量も増える一方であった。また、病気への無理解か
ら小学校でのいじめもひどくなり、Ｍ子とＨ２にとって闘病生活は苦悩の
連続で、母と娘で絶望のあまり泣くことも度々であった。

２　Ｈ２が被告Ａ、同Ｙと知り合うまで
(1) 平成１７年１月１９日、被告Ａとの出会い
ア　Ｈ２は、折り込み地域紙「湘南よみうり（１月号）」の記事で知った同月
１９日の鎌倉芸術館における被告Ａの自然療法講演会に初めて参加した。そ
の１年ほど前から時々買物をしていた自然食品店「乙」の経営をしている被
告Ｙも同Ａのことを推奨した。

イ　Ｈ２は、その講演会で初めて「真光元」の話を聞いた。そのとき、被告Ａ
は、「今まで１０年以上も自然療法を実践講義してきたが、真光元さえあれ
ばもう他に何もいらない位だ」と言った。

　　Ｈ２は、被告Ａの話を聞いて、この人ならＭ子の病気について何かヒント
が得られるかもしれないと思った。

ウ　Ｈ２は、講演が終了した後、被告Ａに対し、「実は私の娘が小児糖尿病Ⅰ
型という病気なので個人的に診てほしいのです。」と言うと、被告Ａは、Ｈ
２を甲に連れて行った。
　Ｈ２は、同店で被告Ａから「本気で治したいなら決して高くはない」など
と真光元を買うよう勧められて分包を１０袋（粉末の１袋１６０円）買っ
た。あわせてＭ子を直接被告Ａから診断してもらう日を１月２８日に予約し
た。

(2) １月２８日の被告ＡによるＭ子の診断
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ア　１月２８日、Ｍ子は被告Ａの自宅で初めて被告Ａの診断を受けた。
イ　被告Ａは、診断の際、「真光元さえあればどんな病気もよくなる」と述
べ、いろいろな資料を示しつつ、真光元を使うことで病気が治った人の話を
した。
　さらに、被告Ａは、「この真光元を作られた堀博士は、真光元（まこも）
神社の宗祖様でもあって、薬学博士でもあるすごい方なんだよ」「真光元神
社の神様をお祭りすれば病気も治る」「宗祖様は糖尿なんて病気は朝飯前ど
ころか夜明け前、つまり朝飯前より簡単に治せるって言ってるんだよ」と
言った。

ウ　被告Ａの説明に地獄に光明を見た思いになった母Ｈ２は、被告Ａのスタッ
フのＥに真光元神社に連れて行ってもらうことになった。

３　真光元を使用する生活へ
(1) Ｈ２は、１月２５日「真光元」を買い、Ｍ子にその日から毎日、真光元入り
の風呂に約１時間つからせた。Ｍ子は、入浴しつつ真光元入りの水をボトルに
入れ、それを飲みながら入った。被告Ａが、そのくらい長く入った方が毒出し
が早くできると言ったため、そのとおりにした。

(2) Ｈ２は、１月２８日からは、風呂に加え、毎日寝る前、Ｍ子に対し、被告Ａ
の指示通り、マッサージ、アイロン（体を温める）をした。

(3) ところが、１月３０日、Ｍ子がまた入院する事態になった。病気の悪化に動
揺したＭ子とＨ２は、被告Ａが推奨している真光元や真光元神社の力で何とか
なるのなら是非その力で病気を克服したいと、より一層強くわらにもすがる気
持ちになっていった。

(4) Ｈ２は、Ｍ子が入院中であった１月３１日ころ、Ｅと一緒に初めて真光元
（まこも）神社に行った。
　そこにいたＦ（多治見支部の責任者とのことであった）らが、「自分もガン
だったがこの神様と真光元のおかげでこうして元気でいられるし、ほかにもガ
ンやいろいろな病気で苦しんでいる人がみんな治って良くなってる」「糖尿病
が治った人もたくさんいるし、宗祖様（堀氏）は糖尿病なんて、夜明け前、朝
飯より前だって言ってるよ」などと言った。このため、Ｈ２は、真光元と被告
堀はすごい力があるとますます信用する気持ちになった。

(5) ２月１日にＭ子が退院して以降、Ｍ子とＨ２は自宅で被告Ａの指示通りに一
生懸命に自然療法を続けた。また、神棚にお札をおまつりして毎日二人で手を
合わせた。
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　買物も被告Ｙの乙でできるだけ買うようにした。２月初旬、被告Ａは同人と
の連絡は今後被告Ｙを通してするように言ったのでＨ２はそのとおりにした。

４　真光元への精神的依存の高まり
(1) ２月７日、被告Ａの自宅で、講演会があり、Ｈ２は、Ｍ子と一緒に参加し
た。Ｍ子はその日初めて被告Ａの講演会を聞いた。
　被告Ａは、この講演でも「真光元」を発明した被告堀がすごい力を持った人
であり、「真光元」はあらゆる病気を治す力を有することを再三力説した。こ
の話を聞いたＭ子は被告堀の力と真光元の効能で自分の病気が治るかもしれな
いと期待をもつようになった。

(2)ア Ｈ２とＭ子は、毎日欠かさず、被告Ａに言われたとおり、約１時間の風
呂、マッサージ、度々真光元を飲むこと、神棚に手を合わせることを実行し
た。被告Ｙの乙で買物をし、被告Ｙを介して被告Ａの指示を受けた。たまに
被告Ａから直接電話があり、Ａはその度ごとに真光元神社のすばらしさや、
被告堀がいかにすごい人物か話をした。被告Ａは、東京都の石原都知事は真
光元神社に都知事になれるよう願掛けをしたから、都知事になれたとも言っ
た。

イ　２月中旬以降、Ｍ子は少しずつ、顔色も良くなり食欲も大分出てきたよう
に思われた。Ｈ２とＭ子は、被告Ａの言うとおりこれを「真光元」のおかげ
だと思い込み、被告Ａらをますます信用し依存するようになった。

ウ　Ｈ２は、乙に行く度に被告Ｙから、「真光元」の効能のすばらしさや、神
社の御利益の話をされた。被告Ｙ自身「真光元（まこも）の神様をおまつり
するようになってから本当にいろいろな面で良いことばかり続くようになっ
て、お店もお客さんが増えた」と述べた。

(3) ２月中旬、Ｍ子が病院で処方されるインスリンの量が増えたので、Ｈ２は、
被告Ａに連絡してインスリンの量が増え続けている不安について話した。
　被告Ａは「それは真光元の好転反応なのよ。真光元の良い効能がこれから出
てくる兆候だから大丈夫よ」「いっその事インスリンを打つのをやめちゃえ
ば」「お医者様の言う量よりインスリンの量を減らして様子を見たら」「それ
でしばらく様子を見て、調子が良いようならどんどん減らしてみたらいいじゃ
ない」と言った。被告Ａは「＊＊という会社の社長をしているＧという方も糖
尿病で血糖値が８００～１０００くらいあったのに、真光元を飲んでいるから
全然何ともなくなった」と言った。Ｈ２とＭ子は真光元と真光元神社に頼るよ
うになっていたので、被告Ａの言うとおりにインスリンの量を減らしていっ
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た。
(4)ア その後もＭ子の病院での検査の結果は悪く、卒業間近の小学校でのいじめ

もひどくなった。これをＨ２は被告Ａや被告Ｙに再三相談した。
イ　被告Ａは「小学校３年生で発病し、今まで３年半くらい病気になってから
期間があるのだから、同じくらい治るのにかかる」と言った。

ウ　被告Ｙは、「大丈夫。真光元（まこも）の神様が付いていれば絶対大丈夫
だから」「とにかく普通の神様ではない、パワーが違う」「業（ごう）が深
いからそういう病気になるんだ、それを少しでもよくするには研修を受ける
のが一番いいと思います」と言った。

エ　被告Ａは、「神様に選ばれた子は、普通の子とレベルが違うんだから仕方
がない。どうしても普通の子からは疎ましく思われるんだ」と言った。被告
Ｙも同じようなことを言った。

(5)ア Ｍ子は、卒業式の１週間くらい前の３月１０日ころ、学校帰りに転んで、
顔に大けがをして救急車でかかりつけの湘南鎌倉病院に運ばれた。

イ　Ｈ２に対し、被告Ａは「お医者様から渡された薬は使わずに、傷口に直接
真光元を塗りこんでください」「かなりしみると思いますが、そうすれば跡
が残らない」と言った。

ウ　Ｍ子は「真光元」をつけるたびに痛がったが、Ｈ２は被告Ａが言うのだか
らこれでよくなると思い込んで真光元をつけつづけた。

エ　被告Ｙは、「よっぽど業が深いんだから、神様事をよくした方が良い」な
どと言って、研修会を受けることを以前にも増して強く勧め「研修会を受け
れば自分で神通力が使えるようになるし、自分で自分の病気も治せる」と
言った。

第４　被告Ａ、同Ｙの過度の推奨
１　御降臨祭参加の勧誘と参加
(1) 被告Ａと被告Ｙは、３月の終わりころ、Ｈ２に対し、「４月末に御降臨祭と
いうものがある。４月２５日は宗祖様に神様が降りられた日なのよ。そんなす
ごい日を記念するお祭りだし、宗祖様から出席するだけですごいパワーがいた
だけるから、出席するといいよ」と強く勧誘した。
　Ｈ２は、Ｍ子のためになるのだからと思い、会費一人２万円を払って、Ｍ子
と２人で参加することにした。

(2) Ｈ２は、４月２５日、Ｍ子に学校を休ませて、ホテルイースト２１東京（江東
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区東陽６－３－３）の宴会場で催された御降臨祭に二人で出席した。
　被告Ａと被告Ｙは、「これに出れば、宗祖様からすごいパワーが頂けるか
ら、本当に出席できるようになってよかったね」と言った。

(3) 同ホテルでの宴会場での御降臨祭ではまず被告堀の講演会があり、その後
パーティが開かれた。
　御降臨祭の参加者が多かったことから、Ｈ２とＭ子は、被告堀の信奉者が多
いと思い、それだけ信用されているのだからと、ますます被告堀への信奉の気
持ちを深めた。

２　研修会への参加
(1) 被告ＹとＡは、御降臨祭が終わって、Ｈ２に対し、前にも増して研修会を受け
るようにしつこく勧めた。
　更に被告Ｙは、参加費用の支払いが出来ないと躊躇するＨ２に対し、「研修
会の費用は少しずつ払ってくれればいいから、とＡ先生が言ってます」と言っ
て誘った。

(2) 研修会は５月２０日から２２日まで、知多半島の四海波という古いホテル
で開かれた。被告Ａ、同Ｙの勧誘を断りきれなくなったＨ２は、Ｍ子に２
０日（金）の授業を休ませ、２人で参加した。
　研修会には、初参加の参加者がＨ２とＭ子を含め１２人いた。
　３日間の研修のあと、Ｈ２とＭ子は、ほかの参加者と同じように、直接被告
堀から９級職の任命書を交付された。

(3) 研修会の冒頭一番前列に座らされたＨ２とＭ子に対し、被告堀が声をかけ
たので、両名とも糖尿病で悩んでいると被告堀に説明した。その後体調を
悪くしたＭ子は講演会場の後方に横になっていることが多かった。

(4) 「山の家」（次世紀ファーム研究所）への勧誘
　研修会の最後の日、被告Ａと被告Ｙは、Ｈ２に対し、「宗祖様からじきじき
にお言葉があって、Ｍ子さんの具合が相当悪いようだから、できたら学校を１
年間休学させて山の家にいかせたらどうかと言われている」と言った。また、
被告Ａは、「真光元神社でそういう施設を持っていて、宗祖様からじきじきに
いらっしゃいと言われないと行けない所なんだ。そこに泊まれば宗祖様の神通
力を親しくいただけるからどんな病気も良くなるんだよ。山の家自体にすごい
パワーが充ちているんだよ。おいでと言ってもらえたという事は大変なことな
んだよ」などとまるで、そう言われたことがすごく名誉なことのように断定的
な言い方で勧誘した。
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３　山の家への勧誘と依存の深まり
(1) 被告Ａは、Ｈ２に対し、その後も再三にわたって「病気が治るなら学校を１
年くらい休学させたって一生のことを考えればなんでもない事なんじゃない
の」「とにかくすぐ断るんじゃなくて考えてみて」と言って勧めた。
　被告Ｙも、Ｈ２が店に買物に行くたびに、「山の家へ行く話、本当に真剣に
考えた方がいいですよ、Ｍちゃんのためなんだから」と再三勧誘した。

(2) Ｈ２は、６月１日、鎌倉芸術館において行われた被告Ａの講演会に参加し
た。
　講演会のあと、被告Ａは、また、Ｈ２に対し、「山の家の話考えといてくれ
た？」「こんなことはめったにない事なんだよ。宗祖様の神通力をいただける
ものだから誰もが山の家に行きたいんだけど、行きたくってもなかなか行けな
いんだから」と言った。

(3) Ｈ２は、６月１５日、真光元神社で行われたＡ会定例会なる会合にはじめて
参加した。その定例会には、被告Ａの誘いで真光元を使っている者ら１５名余
りが、神社の信者になっており、この定例会に参加していた。
　その定例会は、被告堀の教えを中心的メンバーから説明されたり、次にある
行事等への呼びかけ等を聞くというものだった。

(4)ア ６月下旬、Ｍ子の血糖値の状態はますます悪くなった。
　これについては、被告Ａと被告Ｙは、Ｈ２に対し、「とにかく真光元を飲
んでなさい。もう神通力を頂いたのだから、自分でもできるかぎり、パワー
を送るのよ。母親がどんどんパワーを送らなきゃ駄目よ。」と言った。

イ　このため、Ｈ２は、毎日毎日夜寝る前の「治療」の儀式の際に、一生懸命
に神通力を送る仕草を繰り返した。
　このころは、Ｈ２とＭ子にとって真光元と被告堀のパワー・神通力が頼り
であり、Ａの指示は絶対的なものになっていた。
　被告Ａ、被告Ｙの指導に従い、朝は、忙しい時間の合間に母Ｈ２とＭ子の
２人で毎日神棚の前で祝詞をあげ、御真名を唱えた。

(5) Ｈ２は、被告ＹとＡに誘われて６月３０日、Ｍ子を学校から早引けさせて、真
光元神社で行われた「大はらい」に２人で出席した。
　Ｈ２は、６月から被告Ｙの母親の掃除のパートを時々替わってするなどし
て、出費に備えた。研修会の費用の分割の支払、Ａへの分割の支払、そしてそ
れ以外の各行事への支払など金額面の負担も増えていった。逆にその負担が増
えるにつれて、Ｈ２はこれだけやっているんだから効いてほしい、Ｍ子のため
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にも頑張らないといけないと思う気持ちが強まった。
４　「山の家」へ行くことの決定
(1) 被告Ｙは、６月３０日の大はらいの時やその直後、Ｈ２に対し、「Ａ先生が
夏休みの間だけでも、山に行かせたらどうか、と言っている。」「本来なら以
前言ったように、１年間くらい向こうで生活するのがいいんだけれど、無理な
ら夏休みの間だけも山に行った方がいいと思いますよ。」「とにかく山の家は
宗祖様の神通力がいただけるしパワーが違うから、たとえわずかの間でもきっ
と具合もよくなると思う。」と強く勧めた。

(2) 被告ＡもＨ２に対し、「夏休みに入れば、週末には近くの信者のお姉さん
や、子供も遊びに来る。」「とても良い所で、空気もいいし、動物もたくさん
いるし、近くに泳げる川もある」「夏休み中は高校生とかも山の家に遊びに来
るし、お友達もできるだろうから」といって勧めた。
　Ｈ２とＭ子は、「そんな良い所なら、たまにはそういう所へ行って少し気分
を換えて、勉強したり、遊んだりするのもいいかもしれないね。」と話し合
い、そこで宗祖様とあがめられている被告堀の神通力をいただけて糖尿病の治
療も受けられるのなら病気もよくなると期待するようになった。

(3) 山の家に行くスケジュールは二転三転した。最終的には、７月７日頃になっ
て、Ａの指示で、夏休み少し前に山の家に行き、研修会の時まで滞在し、山の
家から直接研修会に出て、それで帰るという日程となった。
　研修会は、７月２４日から２６日まで、下呂温泉にあるホテルで行われるこ
とになっていた。

(4) 被告Ａは、７月７日頃Ｈ２に対し、電話で７月１５日の午後１時２０分に恵
那駅に着く電車で山の家に行くよう指定した。

(5) また同被告は７月１２日、Ｈ２あてにＦＡＸして、山の家の住所等を説明し
た。このＦＡＸを受けたという電話をしたとき、Ｈ２は、被告Ａに対し、「Ｍ
子がインスリンを持っていかないと言っているんですが・・・。」と相談し
た。
　すると、被告Ａは、「偉い、その心掛けが病気を治すんだよ。すごいじゃな
い。」と言い、「大丈夫、人間高血糖では絶対死なないから」と言った。さら
に、「Ｇさんなんか、血糖値が８００から１０００位あったんだけどすごい熱
が出て、肝臓かすい臓からものすごい膿が出て治ったんだから大丈夫」と以前
と同じ話を繰り返した。

(6) 初は、Ｈ２もＭ子と全く同じ日程で山の家に滞在する予定だった。しかし、
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Ｈ２は、７月１７日に被告Ｙの母親の代わりの清掃のパートの仕事をしなけれ
ばならなくなった。このためＨ２は、被告Ａの指導で、７月１６日にいったん
自宅に戻り、１７日には葉山町内で仕事をして、その後研修会場でＭ子と合流
することになった。

(7) Ｈ２は、医者に常用するよう言われているインスリンを持参しないで山の家
に宿泊することについては、たいへん不安だった。しかし、Ｍ子本人が、被告
堀はすごい神通力をもっていて、強いパワーがあるという被告Ａの話を信じ
て、インスリンなしの生活を実現したいと思っている気持ちは痛いほどよくわ
かった。Ｈ２は、「Ａ先生が大丈夫と言っているんだからきっと大丈夫だ」と
考え、インスリンを持って行かないというＭ子の気持ちを尊重することにし
た。

(8) 被告Ａは、山の家に行く直前の７月１４日にも電話で、Ｈ２に対し、「山に
行けば、あそこ自体にすごいパワーがある。あそこにいるお姉さんたちも、も
のすごいパワーの人たちばかりだから、絶対大丈夫。」と、それまでと同様の
話を繰り返して母Ｈ２の不安を払拭した。

第５　次世紀ファーム研究所（恵那）での事実経過とＭ子の死
１　Ｈ２とＭ子は、７月１５日午前８時ころ、家を出て、新幹線と中央本線を乗り
継ぎ、午後１時２０分に恵那駅に着いた。そこには、スタッフの被告Ｂがワン
ボックスカーで迎えに来ていた。
　被告Ｂは、「宗祖様が、夕方戻られるので、それまでこの周辺を案内するよう
に言われてますので。」と言って、恵那渓谷の遊覧船や、恵那渓ランドという遊
園地に車で連れて行った後、夕方山の家に連れて行った。

２　Ｈ２とＭ子は山の家で被告堀に対し、「このたびはありがとうございます、よ
ろしくお願いいたします。」と挨拶した。被告堀は、「ここに来たからには、も
う安心、ゆっくりしていってください。」と言った。
　Ｈ２とＭ子は、二階の部屋に案内され、そこで休憩した。

３　しばらくして、被告堀のものすごい怒鳴り声がした。建物の入り口の横に並
べられていた水槽のうちの一部の水槽の中の魚が、皆死んでしまったらしく、
被告堀は、それを世話していた男性スタッフに対し、ものすごい剣幕で、「お
前の悪い菌が水の中に入ったから、魚が全部死んでしまったんや。」などと
言って叱っていた。
　Ｈ２は、この家では被告堀が絶対的な存在なのだと痛いほど感じた。
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４　夕食
(1) スタッフが、夜７時半ころ、「夕食が出来ましたので」と呼びに来たの
で、Ｈ２とＭ子が下に降りると、被告堀がまた大声で怒鳴りながら、ス
タッフにあれこれ命令していた。

(2) テーブルについたのは、Ｈ２、Ｍ子のほかには、被告堀、被告Ｂ、被告
Ｋ、中年の女性二人、北朝鮮から来たと言われていた被告堀にひどく叱られ
ていた若い男性二人の計７人だった。この７人は翌日もいた。
　Ｈ２とＭ子は、被告堀の正面の席に着いた。

(3) 被告堀が「ようこそいらっしゃいました」と述べ、同被告の指示で、被告
Ｂが主唱して「大宇宙本もとす・・・」ととなえ、皆も唱和した。

　　その後、被告堀は「お客様の時は、いつも私が自ら料理をします。買い物
も私が行きます」「これは１枚で６００ｇ以上あります。いつも私はこの
ようないい肉を食べています。」などと自分の前にある生ステーキを示しつ
つ大層自慢げに話した。そして、少し切ってフォークに差し、Ｍ子の目の前
に差し出した。Ｍ子は、おそるおそる口にした。　

(4) 夕食のとき、被告堀は、「ところでＭ子さんはどこが悪いのですか」と尋
ねた。Ｍ子が「小児糖尿病のⅠ型です」と答えた。Ｈ２は「Ｍ子は、小児
糖尿病のⅠ型という病気で、インスリンを必ず打たなければなりません。
でも今回、Ａ先生からこちらへ来れば大丈夫と言われたので、このたびは
インスリンを置いてきました。」と言った。
　すると、被告堀は、「先生。先生とは誰のことですか」と聞いた。Ｈ２
が「Ａ先生です」と答えると、被告堀は、怒った様に、「ここでは先生だ
とか、だれだとかそういう地位はないんだ。そう呼べるとしたら、私以外
にはいないんだ。よく覚えておきなさい」と大声で言った。
　そして、被告堀は、「良く分かりました。もう大丈夫です」「一生懸命、
御真名（ごしんめい）を唱えなさい」「糖尿病なんて、夜明け前だ。朝メ
シ前より簡単ということだ」と言った。母Ｈ２とＭ子は、被告Ａや被告Ｙ
らと同じ言い方だったし、被告堀も自信たっぷりの様子だったので、ます
ます強く期待する気持ちになった。

５　被告堀の施術
(1) 夕食が終わってＨ２とＭ子が部屋で１０分ほど休んでいると、女性スタッ
フが「宗祖様がお呼びです」と、被告堀の部屋に来るように言った。
　被告堀はくつろいだ格好で寝て、男性スタッフに体や足のマッサージを
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させていた。
(2) 被告堀は、Ｍ子に横に来るように言うと、Ｍ子の手を握り「お母さんは
入っていなくていいから」と言った。被告堀は、二人のスタッフにマッ
サージをさせながら、Ｍ子の手を握り約１時間じっとしていた。そして「私
がこうしてさわっているだけで、パワーが送られていくんです」と言った。
　被告堀が、１時間程して、「もうよろしい」と言ったので、Ｈ２とＭ子
は、部屋に戻った

(3) Ｈ２とＭ子は、そのまま１１時ころに就寝した。Ｍ子は、この間もかなり
真光元入りのお茶を何杯も飲んだ。夜中被告堀のすごいいびきがＨ２たち
の部屋まで聞こえてきていた。
　Ｍ子は２段ベットの下の段に、Ｈ２はその床に布団を敷いて寝た。

(4) Ｈ２は、スタッフから、夕食の時に、「ここは朝は遅くて１１時ころ朝昼
兼用の食事をします」と言われていたので、１６日はその食事が終わった
ら一人で１７日の仕事のために家に戻る予定にしていた。

６　１６日の朝
(1) Ｈ２は、翌１６日、Ｍ子のことが気になって、午前６時前に目が覚め、Ｍ
子に声をかけた。
　Ｍ子が「のどが渇いた」と言うので、お茶に真光元を入れて飲ませた。
　ところが、Ｍ子が「気持ちが悪い」と言うので、Ｈ２がすぐ近くにある
２階のトイレへ連れて行くと、Ｍ子はひどく嘔吐した。Ｍ子は、しばらく
するとまた戻してしまうことを繰り返した。
　Ｈ２は、心配になって誰かに相談したく階下に降りていったが、誰もい
なかった。

(2) かなり時間が経ってから誰かが起きたようだったので、Ｈ２は、階下に降
り、Ｍ子がかなり戻して脱水症状を起こしている旨伝えた。
　間もなく被告Ｋが部屋に入って来た。
　Ｈ２は、前日、被告Ｋが看護師だと紹介されていたので、同被告にＭ子
の様子を伝えると、同被告は「これは好転反応だから大丈夫です」「私も
ここに来た時は、一週間くらいずっと吐いて、吐いてそんな状態が続いたけ
れど、その後はケロッとして、その後ものすごく元気になったから大丈夫」
「若いからすぐに好転反応が出るんだ、やっぱり、すごいね」などと言っ
た。
　Ｈ２は、被告Ａから、「山に行ったらものすごいパワーがあるからいろ
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いろな症状が出てくるかもよ」と言われていたこともあって、被告Ｋの説明
に納得してしまった。

(3) Ｍ子は、その後も吐いてぐったりしていたが、被告Ｂや被告Ｋが、たまに
お茶等の水分を部屋に持って来た。
　Ｈ２は、看護師だと聞いた被告Ｋが大丈夫と言うし、被告堀もいるの
で、病院に連れて行きたいとか、インスリンが必要などと言い出すことが
出来なかった。

７　Ｍ子との別れ
(1) Ｈ２は、当初は１６日の午前中に山の家を辞去するつもりだったが、でき
る限りＭ子のそばにいようと思い、ずっとそばに付き添っていた。
　たまに被告Ｂが来て、Ｍ子にパワーを送る仕草をしていた。

(2) Ｈ２は、午前１１時ころ、朝昼兼用の食事に呼ばれた。
　Ｍ子以外の者がテーブルについた。Ｈ２が、同席者らに「Ｍ子の具合が
悪いので寝てます」と言うと、同席者らは既にわかっている様子でうなず
いた。Ｈ２はＭ子のことが気懸かりで、パンを少し食べてから「すみませ
ん。Ｍ子の具合が良くないので先に部屋へ戻ります」と言って先にテーブル
を離れた。

(3) Ｈ２は、食事の後に部屋に来た被告Ｋや被告Ｂに対し、「明日仕事がある
ので、帰らなければなりませんが」と言った。すると、被告Ｋや被告Ｂ
は、「大丈夫、責任をもってお預かりしますから」「看護師もいますし、
様子を見ているから大丈夫です」と言った。
　被告Ａも大丈夫だと言っていたし、Ｈ２との連絡もちゃんとしてくれると
言うので、Ｈ２は、Ｍ子を残して午後４時過ぎに辞去することにした。

(4) Ｈ２が帰る少し前、下に降り、被告堀に対し、「仕事がありますで、いっ
たん戻りますが、何かあったらすぐに連絡下さるよう宜しくお願いいたし
ます。」と言うと、被告堀は「責任を持ってお預かりします」と言った。ま
た、被告Ｋも、「かなり好転反応が強いけど、責任を持ってお預かりしま
すから」と言った。

(5) 被告堀が責任をもって預かると言い、被告ＫもつきそっていてＭ子の症状
は好転反応だと言うし、被告Ｂがパワーを送りに来たり、被告ＫがＭ子の
病状を見るために部屋に来て脈をとったりして「大丈夫ですよ」と自信あり
げに言うので、原告Ｈ２はＭ子の看護を同被告らに委ねても大丈夫と思
い、辞去したのである。
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(6) Ｈ２が帰る時に被告堀に対し、もう一度、「くれぐれも宜しくお願いしま
す」と頭を下げると、被告堀は、何回も言うなと言わんばかりに「ハイ、
ハイわかった」とぶっきらぼうに答えた。
　被告Ｋら他のスタッフは、口々に「大丈夫、宗祖様がいらっしゃるし、
何かあったら連絡します。」と言い、Ｈ２を山の家の玄関まで送った。
　Ｍ子は部屋に寝たままだった。
　Ｈ２は、被告Ｂに、ボックスカーで恵那駅まで送ってもらった。

８　Ｍ子の死去
(1) １６日夜、葉山町の自宅に戻ったＨ２は、電話をした被告Ａから「Ｇさん
の時だってものすごい熱が続いて、身体から膿が出て治ったんだから。人
間血糖なんかでは絶対死なないから大丈夫」などと言われた。

(2) １７日昼、仕事を終えたＨ２が山の家に電話をすると、被告Ｋが出てＭ子
の容態について「落ち着いています」「何かあったら連絡します」などと
答えた。

(3) ところが、Ｍ子は１８日午前８時頃、恵那市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊の国
民健康保険上矢作病院に救急車で搬入され、午前５時３０分頃の死去と認
定された。病院搬入時には死去していたと思われる。死因は「不詳」とさ
れた。

(4) １８日午前７時３０分頃、葉山町の原告ら方に被告Ｋから電話があり、
「様子がおかしいので病院に運びました」とのことであった。Ｈ２はとる
ものもとりあえず自宅を出て山の家に向かった。その途中で警察からＨ２
の携帯電話にＭ子の死が通知された。

(5) 同日午後、Ｈ２、Ｈ１と２人の長男Ｈ３は地元の岩村警察署やＭ子の遺体
を司法解剖する岐阜大学医学部などに行った後、Ｈ２がなお信奉していた
山の家の被告堀のもとに行って泊まり、１９日夜に通夜、２０日午前中に
葬儀を同所で行った上で、近くで火葬した上、遺骨とともに葉山町の原告
ら宅に戻った。

(6) 原告らに対するメディアの取材要請はあったが、特にＨ２がなお深く被告
堀らを信奉する一方で、Ｍ子の急死のため動揺の極にあったため、原告ら
は取材に応じることができなかった。

第６　被告らの責任
　１　被告Ａは看護師の資格を有する者として自然療法室を主催するとともに、真
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光元神社の信者グループのひとつＡ会の主催者として、被告堀が薬学博士であ
り、かつ真光元神社の宗祖として、真光元なる商品を通してＭ子の糖尿病を治
癒させることができると説き、これをＨ２とＭ子に信用させた。

　２　被告Ｙは真光元神社の信者であってＡ会の会員であり、真光元などをその運
営する自然食品店で販売していたが、上記被告Ａの言説を信用できるものであ
るとＨ２やＭ子に再三述べて、真光元を用い、真光元神社の信者として被告堀
のパワーを受ければ、Ｍ子の糖尿病は治ると説き、Ｈ２とＭ子にこれを信じ
させた。

　３(1) 被告Ａと被告Ｙは、ともに自然食品店を営み、かつ被告Ａは看護師の資格
を有し、自然療法室を営む者であるから、病気に悩む者がその推奨する自
然食品や自然療法でその病気が治ると誤信して、適切な科学治療の機会を
喪失して死亡することのないよう配慮する義務がある。とりわけ近代医療
で容易に治癒しない病気に悩む者は、特殊な自然食品や自然療法によって
その病気が治癒すると聞けば、わらにもすがる気持ちで過度にそれに頼っ
て、適切な近代医療を受ける機会を喪失しがちである。従って、真光元や真
光元神社の効能及び被告堀の特殊の能力を推奨するにあたって、被告Ａ、
同Ｙは、Ｈ２やＭ子が過度に信奉して近代医療による治療を受ける機会を
損なわないよう注意する義務がある。

　　(2) ところが、両被告はこのような注意義務を怠り、かえって次世紀ファーム
研究所に宿泊して、被告堀のもとにいればその特別の神通力とパワーによっ
て、常用するべきインスリンを注射しなくても生活できると誤信させ、
もって７月１５日にＭ子とＨ２が自宅を出て、同ファームに宿泊療養に行
くにあたって、インスリンを携帯せず、このため１８日早朝、死に至らせて
しまった。

　　(3) 両被告がこのような注意義務を欠いた推奨をしなければ、Ｍ子とＨ２が３
日間もインスリンなしで過ごして死に至るような事態にならなかったことは
明白であり、Ｍ子の死について両被告は民法７１９条の責任がある。

　４　被告堀、同Ｋ、同Ｂの責任
(1) 被告堀ら３名は、小児糖尿病Ⅰ型の１２歳の少女が２階の部屋で７月１６
日早朝から再三嘔吐するなどして寝たきりであり、その母親が１６日午後
４時過ぎに１２歳の少女の看病等を再三お願いして被告らが管理差配する
同所を辞去したのであるから、それ以降、少女の生命、身体の保護につい
て責任を負う立場にあった。
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(2) 被告堀は、宗祖様と称されて、同所において絶対的権力を有する者であっ
て、あらゆる意味で同所内での生殺与奪の権限を有する者であった。同人
は、１６日午後４時頃、少女の母Ｈ２が辞去する際も、「責任を持ってお
預かりします」などと言明しており、Ｍ子を看護する責任があった。

(3) 被告Ｋは、Ｈ２がＭ子の病変について説明すると「それは好転反応だから
大丈夫。私が見てるから安心して」などと述べて、Ｈ２を信頼させ、同所を
辞去させたのであるからそれ以降、直接Ｍ子を看護する責任があった。

(4) 被告Ｂは、自動車を運転してＨ２を同所から恵那駅まで送り届けるなど、
Ｈ２と被告堀の連絡係的存在であった。

(5) 被告堀、同Ｋ、同Ｂらは、原告Ｈ２の辞去後、密接に連絡協議してＭ子の
病状を把握しつつ、少なくとも１７日昼までに病院に搬入するか、インス
リン投与の措置を講ずるべき義務があったのにこれを怠った。

　５(1) ７月１６日午後４時以降、被告らの完全な支配下にある家屋内に、１２歳
のＭ子は１人寝たきりのまま残された。インスリンを欠いた小児糖尿病Ⅰ
型の患者については、短期間のうちに高血糖、ケトン症、アシドーシスに
陥り死に至るとされている。

　　(2) １６日午後４時以降、Ｍ子は食事を全くとっていないだけでなく、自ら起
きあがることもなく、意識も混濁もしくは喪失状態にあったと考えられ
る。

　　(3) 現に救急車でＭ子が運びこまれた上矢作病院の医師は、Ｍ子に同行した被
告Ｋの説明に基づいて「７月１７日昼頃からは意識は少し落ちてきてい
た。失禁（＋）、自己飲水不可」などと診療録に記載している。かかる記
述からも、少なくとも１７日昼までに病院に搬入して適切な医学的治療を
受けさせるべきであったことは明白である。
　かかる病状のＭ子を寝たままに放置して死に至らしめた被告堀、同Ｋ、
同Ｂらの責任は重大である。

　６　被告らは、Ｍ子の病名やインスリンを常時注射することを要する者であるこ
とを知らなかったと弁解を試みると思われるが、それは次の諸事実で虚偽で
あることが明白である。
(1) ５月２０日、２１日、２２日の研修会以降、被告堀は被告Ａや被告Ｙを介
してＭ子を再三同所に来させようとした。Ｍ子とＨ２は、同所で同堀のパ
ワーを受ければ「糖尿病なんか夜明け前」と言う誘いを受け、真光元で治
ると言われたために、インスリンなしで７月１５日に同所に宿泊のため赴
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いたのである。そうである以上、被告堀は被告Ａや被告Ｙを通して、Ｈ２
やＭ子が研修会に糖尿病を治したくて来ていることや、インスリン常用者
であること、何の目的で山の家に来るかを聞いていたと考えられる。

(2) ７月１５日に来訪したＭ子とその母親と夕食を共にした時、被告堀はＨ２
から病名とインスリン常用者であることを聞いている。テーブルの正面に席
をとって食事をしている初めて来訪したＭ子らに、被告堀がＭ子らの事情を
聴取しないはずがない。

(3) ７月１６日午前１１時頃の朝昼兼用食の時、Ｍ子は病状悪化のため１階に
降りて来なかった。同日午後４時頃Ｈ２が同所を辞去するに際して被告堀
らに挨拶する際にもＭ子は２階の部屋で寝たきりであった。

　　少なくとも１２歳の少女が病気で寝たきりで、朝昼兼用食も食べず、母親
が辞去する際に見送ることができないほどの病状にあるのだから、被告堀
らはそれが何故か、どんな病状かについて、辞去しようとしている母Ｈ２か
ら聞いたはずである。少なくともそこで母Ｈ２に改めてＭ子の病態や糖尿
病でインスリン常用者であることを言われてその事実を認識していた。

(4) このようにあらゆる観点から見て、被告らがＭ子の病状やインスリンなし
で生活できない者であることを知らなかったはずがない。

第７　原告らのＭ子の死による損害
平成１７年７月１８日のＭ子の死によって原告両名に生じた損害は次のと

おりである。
　１　葬儀費用等　　４６２，３８６円
　　(1) 自宅から現地までＭ子の父母と兄がかけつけた交通費（往路）

　　４１，５９０円
　　（内訳）
　　Ｈ１（自宅から多治見）　　　１２，７９０円
　　Ｈ２（自宅から恵那）　　　　１３，６７０円
　　Ｈ３（自宅から岐阜大学）　　１５，１３０円
　　　復路は被告Ａの車に乗って帰ったため、費用はかからなかった。
(2) 霊柩自動車・火葬場使用料
　　２２，６００円
　　（内訳）
　　霊柩自動車使用料　　　　　１２，６００円
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　　火葬場使用料　　　　　　　１０，０００円
被告堀らのすすめで、とりあえずの通夜は７月１９日夜、葬儀は２０

日午前に本件現場１階で行い、そのまま近くで火葬した。まだ被告堀の
神通力を信奉していたＨ２はこの勧めに応じた。

(3) 葬儀費用（寺院）
　　２００，０００円

あまり粗略で近親者も出席できない葬儀であったため、原告両名は８
月１１日、横浜市内の寺院で葬儀をとり行った。

(4) お別れの会費用（福祉文化会館）
　　１０９，９４６円
　　（内訳）
　　会場費（延長金含む）　　　　５，８５０円
　　花代　　　　　　　　　　　２３，０００円
　　その他雑費　　　　　　　　１１，０９６円
　　司会等お礼　　　　　　　　　５，０００円
　　プロジェクターレンタル料　１０，０００円
　　プログラム印刷代　　　　　５５，０００円

故Ｍ子の同級生などの要望もあり、原告両名らは故Ｍ子も希望してい
るという思いから、１０月８日公的な会館で故Ｍ子の通っていた学校関
係者を中心とするお別れの会を行った。

(5) 四十九日法要費用
　　５３，２５０円
　　（内訳）
　　布施　　　　　　　　　　　５０，０００円
　　食事代　　　　　　　　　　　３，２５０円
(6) 位牌代
　　３５，０００円

　２　逸失利益　４６，３２４，０００円
（計算式）
　全労働者平均賃金×（１－生活費控除率）×（６７歳まで（５５年）のライプ

ニッツ係数－１８歳まで（６年）のライプニッツ係数）
＝４，８８１，１００円×（１－０．３）×（１８．６３３４－５．０７５６）
＝４６，３２３，８８４円
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　故Ｍ子が成人する頃には、すでに男女の賃金格差はほとんど解消して
いると考えられるので、本件では男女計、学歴計、年令計の平成１５年
の賃金センサスのデータによるのが適正である。

　３　慰謝料　５０００万円
(1) 故Ｍ子はその病気が被告堀らによって治ると、同Ａや同Ｙに再三説得され
てその旨信じ、被告堀もそれを前提に本件現場に療養としてＭ子とその母
Ｈ２を迎えたものである。そのＭ子が両親からも見守られることなく苦し
みの中で死去せざるを得なかった悲しみは察するにあまりある。また、こ
のような形で自分の娘が死去したことの原告両名の苦痛は極めて大きいも
のである。

(2) しかも被告堀らは、故Ｍ子の死がマスメディアで報じられるや、真光元の
格好の宣伝の機会だとして、故Ｍ子の死を悼むどころか、そのことを利用し
て真光元（しんこうげん）の売上拡大を図ろうとした。これまでにも被告
堀らのグループ内で故Ｍ子と同様、真光元の効能に依存しすぎて死亡したり
病状が悪化するなど問題になったことが過去に再三ある。それでも反省す
ることなく効能を標榜しつづける被告らによって被った原告両名の苦痛は
大きいものがある。本件ではかかる制裁的要素を考慮するべきである。

    (3) かかる事案の性格上、交通事故基準より高額の５０００万円が認められるべ
きである。

　４　弁護士費用　金９００万円
原告は上記損害を回復するため、原告訴訟代理人弁護士らに委任して本訴

を提起することを余儀なくされ、着手金等弁護士費用の支払いを約した。こ
のうち、被告に負担させるべき弁護士費用は、上記財産上の損害の１割に相
当する金９００万円が相当である。

　５　以上合計金１億０５７８万６３８６円の損害について原告両名は各２分の１
ずつの請求権がある。

第８　結論
よって、原告両名は被告らに対し、民法７０９条、７１９条に基づく損害

賠償として、請求の趣旨記載の金額及びこれに対する、Ｍ子が死去した日即ち
一連の不法行為による損害発生の日である同記載の日から支払済みまで民法
所定の年５分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
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証　　拠　　資　　料

　　　追って提出する。
添　　付　　資　　料

　　　１．訴訟委任状　　１通
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〒５０８－００００
岐阜県中津川市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
被　告　　Ｋ

〒５０９－７２００
岐阜県恵那市上矢作町３２５８－１８次世紀ファーム研究所内
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